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調
査
に
至
っ
た
経
緯

　

本
委
員
会
の
設
置
は
、
令
和
元
年
第
３
回

定
例
会
（
８
月
定
例
会
）
に
お
い
て
町
民
文

化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
が
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
と
し
て
追
加
提
案
さ
れ

た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
昭
和
56
年
に
開
館
し
た
町

民
文
化
セ
ン
タ
ー
の
ボ
イ
ラ
ー
が
老
朽
化
し

た
の
で
、
電
気
機
器
へ
更
新
し
て
光
熱
水
費

と
二
酸
化
炭
素
の
削
減
を
図
る
１
億
５
千
万

円
余
の
施
設
改
修
工
事
で
あ
る
。
７
月
11
日

に
初
め
て
、
事
業
概
要
や
今
後
の
方
針
な
ど

が
示
さ
れ
た
が
、
総
事
業
費
に
関
す
る
説
明

は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
８
月
20
日

（
第
３
回
定
例
会
会
期
中
）
に
総
事
業
費
や

財
源
内
訳
が
示
さ
れ
、
３
日
後
の
８
月
23
日

に
追
加
議
案
と
し
て
当
該
事
業
に
係
る
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
が
提
案
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
本
町
議
会
で
は
、
議
員
11

名
に
よ
る
補
正
予
算
（
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
）
審
査
特
別
委
員
会
（
平
野

由
里
子
委
員
長
）
を
設
置
し
た
。
第
３
回
定

例
会
の
会
期
中
で
の
審
査
で
は
十
分
で
は
な

く
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
り
、
審
査
の

結
果
、
９
月
11
日
の
委
員
会
で
賛
成
す
る
者

が
過
半
数
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
特
別
委

員
会
に
お
い
て
当
該
補
正
予
算
は
否
決
さ
れ

た
。
特
別
委
員
会
か
ら
議
長
へ
の
報
告
は
行

わ
れ
た
が
、
臨
時
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ず
本
会
議
で
の
議
決
に
は
至
ら
ぬ
ま
ま
、

９
月
30
日
の
議
員
任
期
満
了
を
迎
え
た
。
そ

の
た
め
、
当
該
補
正
予
算
は
審
議
未
了
で
廃

案
と
な
る
こ
と
か
ら
、
９
月
30
日
に
町
長
は

当
該
補
正
予
算
の
専
決
処
分
を
行
い
、
町
民

文
化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
が
執
行
で
き

る
処
置
を
と
っ
た
。

　

10
月
３
日
に
、
町
議
会
議
員
選
挙
後
の
初

議
会
と
な
る
臨
時
会
を
開
催
し
、
専
決
処
分

の
採
決
で
は
、
賛
成
少
数
で
不
承
認
と
な
っ

た
。
同
時
に
、
議
員
か
ら
「
町
民
文
化
セ
ン

タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
の
調
査
に
関
す
る
動

議
」
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
地

方
自
治
法
第
１
０
０
条
及
び
第
98
条
に
基
づ

く
本
委
員
会
の
設
置
が
決
定
し
た
。

　

（
10
月
３
日
ま
で
の
内
容
は
、
№
２
１
６

号
・
11
月
１
日
号
に
掲
載
）

第
７
回
委
員
会

（
１
月
16
日
）

　

第
６
回
ま
で
に
資
料
提
出
、
質
疑
応
答
等

を
終
了
し
、
委
員
会
報
告
書
作
成
に
入
る
た

め
秘
密
会
と
す
る
決
定
を
し
ま
し
た
。
委
員

よ
り
意
見
集
約
し
た
資
料
を
読
み
上
げ
、
修

正
、
取
扱
い
に
つ
い
て
の
質
疑
・
討
論
を
し

ま
し
た
。第

８
回
委
員
会

（
３
月
５
日
）

　

前
回
の
委
員
会
に
お
い
て
、
報
告
書
作
成

の
た
め
選※

抜
さ
れ
た
委
員
か
ら
委
員
会
報
告

書
（
原
案
）
が
提
出
さ
れ
、
質
疑
・
討
論
を

行
っ
て
原
案
の
修
正
を
し
ま
し
た
。

第
９
回
委
員
会

（
３
月
11
日
）

　

委
員
会
報
告
書
（
修
正
案
）
が
提
出
さ
れ
、

質
疑
・
討
論
・
最
終
確
認
を
行
い
、
採
決
を

実
施
し
ま
し
た
。
採
決
の
結
果
、
町
民
文
化

セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
調
査
特
別
委
員
会

報
告
書
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

（
第
１
回
か
ら
第
６
回
の
内
容
は
、
№
２

１
７
号
・
２
月
１
日
号
に
掲
載
）

※
選
抜
委
員

田　

代　
　

実　

（
特
別
委
員
会
委
員
長
）

中　

野　
　

博　

（
同　

副
委
員
長
）

平　

野　

由
里
子
（
副
議
長
）

井　

上　

栄　

一
（
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
）

飯　

田　
　

一　

（
議
長
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業

調
査
特
別
委
員
会　

結
果
報
告

　

「
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
」
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
昨
年
10
月
３
日
の
第

１
回
委
員
会
か
ら
全
９
回
開
催
し
、
地
方
自
治
法
第
98
条
の
事
務
検
査
権
に
基
づ
く
検
査
を
開
始

し
て
、
書
類
等
の
検
査
、
本
山
博
幸
町
長
の
ほ
か
副
町
長
及
び
関
係
職
員
へ
の
質
疑
応
答
を
行
い

ま
し
た
。
第
７
回
か
ら
は
報
告
書
作
成
の
た
め
に
選※

抜
さ
れ
た
委
員
に
よ
る
原
案
、
修
正
案
の
調

整
を
行
い
、
３
月
11
日
の
第
９
回
委
員
会
で
報
告
書
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
１
０
０
条
調

査
権
は
権
限
や
罰
則
が
厳
格
と
な
り
、
執
行
機
関
以
外
の
第
三
者
に
対
象
が
広
が
る
こ
と
か
ら
慎

重
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
行
使
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
報
告
書
を
も
っ
て
調
査
を

完
了
と
し
ま
し
た
。

　

３
月
13
日
開
催
の
令
和
２
年
第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
、
田
代
実
委
員
長
か
ら
調
査
報
告
が
さ

れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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